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はじめに 

 

日本は中古車輸出国であり、2021 年度には約 120

万台の中古車を輸出している。ロシア、UAE、ニュ

ージーランドの 3 カ国で輸出台数の約 3 割を占める
（１）が、他の輸出先ではタンザニアやモンゴル、チ

リ、ケニアなどの途上国が多いことが日本の中古車

輸出の特徴である。 

途上国の多くでは、自動車使用後の処理段階にお

ける適正処理能力を持たない。これは不法業者の存

在、技術や知識の不在、法制度の不備などが原因で

ある。結果として大気汚染や水質汚染などの廃車公

害が発生している。 

一方、中古車を輸出する先進国では EPR（拡大生

産者責任）に基づいた法規の下で自動車の廃棄処理

が行われており自動車のリサイクル率は高い（２）。

しかし、それらの法規はあくまで国内、域内を対象

としたものである。現状では中古自動車輸入国（主

に途上国）において自動車廃棄処理を要因とする環

境汚染が発生しても、輸出国の自動車製造業者の責

任は問われていない。 

いくつかの先行研究（３）においては、廃車管理制

度の設計や運営、また汚染物質の拡散による環境汚

染防止のための「国際的な枠組み」が輸入国の環境

汚染の軽減につながると提言されてきた。しかし

「国際的枠組み」の具体的内容を明らかにしている

研究は少ない。そこで本研究では「国際的枠組み」

の内容を具体的な提言によって示すことで、中古自

動車輸入国において廃車の適正処理を行うための要

件を明らかにする。 

 1 では先進国、特に域内という限定はあるが自動

車リサイクルにおいて国際的な EPR 政策がなされて

いる EU 諸国における自動車リサイクルに関する論

文や資料の分析、また日本国内のリサイクラーの現

地取材を通して、日本と EU 諸国で 2022 年現在行わ

れている自動車リサイクルの制度と途上国に対する

リサイクル適正化のための支援について議論する。

また、先行研究において、国際的な EPR 達成のため

の「国際的枠組み」の必要性がどのように指摘され

てきたかを分析する。2 では、中古車輸出先におい

て EPR を果たすための具体的な「国際的枠組み」の

提言として、国外の廃車処理の適正化に寄与しうる

ビジネスに出資する「支援機関」を設けることを提

言する。この「支援機関」の活動資金は ESG 投資
（４）によって賄われるものとし、既存の自動車リサ

イクル料金管理財団や国内自動車メーカーによる融

資が想定される。3 では新たな「支援機関」設立と

いう提言の妥当性を、これまでに得られた事例やデ

ータを基に検討する。 

 

1. 先進国の廃車処理の現状と途上国への支援の

調査 

1-1 調査の方法 

 

事前調査は主に以下 2 つの手法で行った。 

(1)文献調査 

国内外の論文と自動車の輸出入や廃棄処理に関す

る資料の分析を行った。特に、国境を越えた中古車

の EPR 政策を行っている EU の事例を重点的に分析

した。 

(2)現地調査 

国内で自動車リサイクルに携わっている特定非営

利活動法人（NPO 法人）全日本自動車リサイクル事



業連合（以下 NPO 法人 JARA）（５）や株式会社キャ

レック（６）への取材を行った。 

 

1-2 日本の廃車処理制度と廃車処理の現状 

1-2-1 自動車リサイクル法における廃車処理 

 

 日本では自動車リサイクル法成立（2005 年）以

前、廃車の資源価値の低下や廃車処理費用の高騰な

どの要因により、1996 年の豊島事件（７）に代表さ

れるような廃車の不法投棄や処理業者による廃車の

不適正処理などにより、環境汚染（大気、水質、土

壌汚染）が発生するようになった。 

 この状況を受けて、自動車リサイクル法が成立し

た。図 1 は自動車ユーザーと関連事業者の役割を簡

潔にまとめたものである。自動車リサイクル法では

EPR 原則により自動車メーカーと新車輸入業者の特

定再資源化物品（ASR: Automobile Shredder 

Residue（８）、エアバッグ、フロンガス類）の最終

処理責任が明確化された。また、汚染者負担原則に

よりリサイクル料金はユーザーが負担する（９）こと

となり、ユーザーが支払ったリサイクル料金は法令

の定める資金管理団体により管理、運用がなされる

こととなった。 

 

1-2-2 自動車リサイクル法における自動車リサイ

クル促進センターの役割と問題点 

 

 JARC（公益財団法人自動車リサイクル促進センタ

ー）は自動車リサイクル法に基づく資金管理業務、

再資源化等業務、情報管理業務の実施、そして自動

車のリサイクルおよび適正処理の促進に関する様々

な事業を行う機関である。自動車リサイクル法に基

づいて JARC は新車の購入時または廃車引取時にユ

ーザーからリサイクル料金を徴収（１０）する。そし

て廃車処理時に処理を行った自動車メーカーやリサ

イクラーに対して、その費用の払い渡し（１１）を行

っている。 

 また、中古車が国外に輸出される場合、リサイク

ル料金は中古車輸出事業者を通して最終ユーザーに

還付されており、その額は 2021 年度では約 172 億

円にのぼっている。本来的な EPR の視点に立つなら

ば、輸出中古車のリサイクルに関しても国内メーカ

ーが責任を負うべきである。しかし、現状では輸出

された中古車のリサイクルに関しての責任の担い手

が存在しないという問題がある。 

 

 

 

  

                                                                                                                                         

【図１】 自動車リサイクル法における資金の流れ 

 
著者作成 

 

1-2-3 日本の廃車処理の現状 

 

 日本では自動車リサイクル法で定められた特定再

資源化物品のうち、エアバッグと ASR のリサイクル

率は、2021 年度現在どちらとも 95%を超えている。

表 1 によれば 2008 年度は約 70％とリサイクル率の

低かった ASR は 2014 年の段階で既に 90％に達して

いる。 

 

【表１】日本における ASR とエアバッグ類のリサイ

クル率(%) 

品目 2008 年度 2014 年度 2020 年度 

ASR 73.5 97.5 96.8 

エアバッグ類 94.5 93.8 95.4 

JARC(2008、2014、2020 年度)「再資源化等業務の

実績公表」より筆者作成 

 

 このような廃車リサイクル率の高さは自動車リサ

イクル法の存在以外に、ナンバー制度による所有者

の明確化や廃車解体施設の充実、そして国内の自動

車メーカーの協力など複数の要因があって実現して

いる。例えば、我々が見学した(株)キャレックでは

廃車の解体だけでなくリビルト・中古部品の販売も

行っており、また NGV（Next-Generation Vehicle: 

次世代自動車）の廃車リサイクルに対応するために

自動車メーカー主催の解体研修会に参加するなど先

進的な取り組みを行っている。 

 

1-3 EU 諸国の廃車処理制度と中古車輸出の現状 

1-3-1 廃車指令による EPR の徹底 

 

EU では自動車解体時の環境負荷の軽減を目的と

して 2000 年に廃車指令が施行された。廃車指令で

は自動車メーカー、新車輸入業者の廃車のリサイク

ル責任と目標リサイクル率が定められている。具体



的には自動車メーカーと新車輸入業者に廃車無償回

収と廃車リサイクルのコスト負担を課すことであ

る。EU では国境を超えた自動車の移動が原則自由

であることや国ごとの登録制度の差から使用済み自

動車の捕捉が難しい。また GDP の高い国から低い国

へ中古車として流出するケースが多い。流出先とな

る国ではリサイクル設備の整備が進んでいないこと

が多く、車両の不法投棄が問題となっていた。そこ

で EU では自動車メーカーが車両ごと無償引き取り

する制度が設けられた。また、リサイクル料金は自

動車価格に内部化されているため、ユーザーが間接

的に負担することとなる。 

 

1-3-2 ドイツの廃車処理制度と中古車輸出の現状 

 

 ドイツでは廃車指令以前にも廃車処理に関する法

律が存在していたが、廃車指令の施行を受けて新た

な国内法（使用済み自動車政令）が整備された。リ

サイクル目標に関して、廃車指令では「エネルギー

回収を含めない再使用およびリサイクル」であっ

た。しかしドイツの使用済み自動車政令では「エネ

ルギー回収を含めない」の部分を具体化し「再使用

およびマテリアルリサイクル」と明記している。附

則では非金属部品の再使用と解体業者やシュレッダ

ー業者のリサイクル義務が規定されている。また自

動車メーカーには廃車回収インフラや廃車解体施設

への投資が求められている。また、廃車の回収は公

認事業者が担っている。このような要因によりリサ

イクル率は高い。 

 一方で、同国の登録抹消車の約 80％が東欧諸国

に輸出されている。東欧諸国ではリサイクル制度が

未発達であることが多く、環境問題を引き起こして

いる。例えば、東欧諸国の 1 つであるポーランドで

は廃車の約 9 割が非公認業者によってリサイクルさ

れている。このような現状では行政の監視が行き届

かず、廃車公害を誘発している。 

 

1-3-3 オランダの廃車処理制度と中古車輸出の現

状 

 

 オランダでは 1993 年に RAI（二輪車・自動車産

業団体）、FOCWA (自動車、自転車に関する起業家

団体)、 STIBA（自動車解体業者団体）になどによ

って ARN（オランダ自動車リサイクル協会）が設立

された。当初は自主的なものだったが廃車指令後に

法的なものとなり、2022 年現在 ARN が廃車リサイ

クルの計画策定と管理を実施している。オランダで

は国内に自動車メーカーが存在しないため全ての車

両を国外から輸入している。そのため、廃車リサイ

クル費用は全て輸入業者によって支払われている。

また、国土が狭く埋め立て処理が困難であることか

ら廃車のリサイクル率は高いものの、登録抹消車の

約 50%がドイツと同じく東欧に輸出されている。 

 

1-4 日本と EU の事業者による途上国への支援 

1-4-1 日本の自動車メーカーによる途上国への支

援 

 

日本の自動車メーカーであるトヨタ自動車(株)で

は ”TOYOTA Global 100 Dismantlers Project”と

題して、途上国では廃車適正処理の普及を先進国で

は NGV の適正処理の普及を目指す取り組みを行って

いる。主な活動内容としては途上国においても簡易

な工具で解体できる車両構造の採用、先進国におい

て燃料電池自動車の発売開始前から解体手順・工法

マニュアルを作成し、解体デモンストレーションを

実施、先進国・途上国において解体モデル施設を

30 か所に設置などが挙げられる。しかし、他の日

本の自動車メーカーでこのような具体的な取り組み

は現時点では行われていない。 

 

1-4-2 日本のリサイクラーによる途上国への支援 

 

 石川県の会宝産業(株)では途上国への支援として

自動車リサイクル研修センターを設立し海外から研

修生の受け入れを行っており、マニュアルの作成に

よるリサイクル作業の効率向上を目指している。更

に中古エンジンの性能評価規格を公表することで、

エンジンが中古部品として再利用できるかの判断基

準や中古部品の品質状態に応じた価格設定基準の提

示を行っている。またリサイクル事業支援システム

を開発することで、車両の情報を一元管理し、廃車

1 台当たりの再資源化収益の把握を可能としてい

る。これにより途上国における自動車リサイクルビ

ジネスに持続性を持たせようと図っている。 

 また、我々が取材を行った NPO 法人 JARA では、

途上国を招いたリサイクラーの国際会議の実施、途

上国リサイクラーの国内事業者への見学依頼の仲介

を通じて、日本と途上国の間で技術やシステムと知

識の共有を進めている。NPO 法人 JARA への取材を

通じて、日本のリサイクラーは中小業者が多く途上

国への進出が難しいため、日本での研修生制度を強

化すべきこと、また EV などの複雑な電気関連の知

識を有していなければ解体が難しい自動車に関して

は、まずもって自動車メーカーが対策を行う必要が

あることなどが明らかになった。 

 

1-4-3 JICA による途上国への支援 

 

 JICA（独立行政法人国際協力機構)（１２）は「使用



済自動車（ELV）管理計画策定支援プロジェクト」

として、2010 年から 2012年の間メキシコで廃車の

適正管理およびリサイクル促進に向けた制度設計の

支援を行った。また、先述の会宝産業がブラジルや

ケニアで環境負荷の低い自動車リサイクルシステム

を現地で提供するといった自動車リサイクルビジネ

スを推進しており、JICA はビジネス調査や普及実

証事業の支援を連携して行っている。他にも自動車

リサイクルに関連した何件かの企業が JICA から委

託されて途上国の課題解決に取り組んでいる。 

 

1-4-4 EU 諸国の中古車輸入国への支援 

 

EU ではルノー社が出資するフランスの indra 社

や BMW 社とリサイクル会社 ALBA が合弁会社として

設立したドイツの Encory 社など各自動車メーカー

が廃車指令に基づいて解体業者を設立しリサイクル

に取り組んでいる。しかしこれらの事業者の取り組

みはあくまで EU 域内にとどまっており、EU 域外の

途上国におけるリサイクル適正化の取り組みは現時

点では見られない。 

 

1-5 先行研究の論点整理 

 

我々がこの研究を進めていく中、いくつかの文献

で「国際的な枠組み」の必要性が指摘されていた。

酒井伸一（2015）によると、「ELV（１３）管理制度に

ついては、自動車の特性を踏まえ、国際的な枠組み

で比較検討を行い、これを通じた情報の共有化と国

情に応じた制度の深化を促進する努力が必要」と述

べている。そして今後の廃車管理制度の設計・運営

において国際的な枠組みの必要性に関して言及をし

ている。また小島道一ら（2010）は次のように述べ

ている。「何らかのかたちでリサイクル費用を集

め、中・低所得国でのリサイクル制度の構築、フェ

ードアウトされる物質の処理などの費用にあてるこ

とが、世界全体の家電製品や自動車由来の汚染物質

の拡散、環境負荷の増大を抑えるために、望ましい

と考えられる。新たな国際的な枠組みを検討すべき

時期に来ている。」ここでは国際的な枠組みの必要

性だけでなく、途上国での環境汚染対策についても

言及をしている。 

このように、輸入国での廃車管理制度構築、廃車

適正処理における「何らかの国際的な枠組み」の必

要性は数多く提言されている。しかし、「何らかの

国際的な枠組み」の具体的内容に関しての言及はな

されていなかった。 

 

2. 途上国において廃車の適正処理を行うための

政策提言 

2-1 論点整理と課題の設定  

 

 ここで、本研究のこれまでの論点と明らかにすべ

き課題を設定する。 

 

(1) 論点１：途上国における廃車公害は、中古車

輸出国の EPR 政策の限界によるものである 

 日本の自動車リサイクル法や EU の廃車指令は共

に EPR の原則に基づいた法令である。しかし、その

効力は国内、域内に限定されている。制度上におい

ても、例えば、日本の自動車リサイクル法では中古

自動車輸出者には、リサイクル料金が還付される。

そのため、中古自動車輸出先における廃車公害に関

しては、メーカーの責任が問われない。結果とし

て、自動車メーカーやリサイクラーによる途上国の

リサイクル適正化の取り組みは自主的なものに留ま

っている。先進国の EPR 政策は、効力の及ぶ範囲で

は、高いリサイクル率を達成する要因となってい

る。一方で効力の及ばない途上国における廃車公害

を議論の対象外としている現状がある。 

 

(2) 論点 2：先行研究では廃車による環境汚染防

止、廃車適正管理に向けた「何らかの国際的

な枠組み」が要請されている 

 中古自動車が国外へ多く輸出されており、途上国

で廃車公害の発生している現状を踏まえ、先行研究

では「国際的な枠組み」が要請されていたが、その

具体的な政策やシステムに関しては触れられてな

い。 

 

(3) 課題の設定：「何らかの国際的な枠組み」を

具体的に示した途上国において廃車の適正処

理を行うための政策提言により、途上国の廃

車公害抑制策を示す 

 まず先進国の EPR 政策の範囲が限定されており、

途上国において実際に廃車公害が起きているという

現状がある。そして先行研究においても、途上国に

おける廃車公害を抑制するための「何らかの国際的

な枠組み」が要請されている。そこで、以下にその

具体的な枠組みとシステムを示し、途上国における

廃車公害の抑制策を示唆する。 

 

2-2 提言 

 

 我々は途上国の廃車公害抑制は、以下の 3 点の要

件を満たす「支援機関」によって果たされると考え

る。 

 

(1) 要件１（目的）：国内事業者の途上国への事

業展開を支援し、途上国における廃車処理の



適正化を促す。 

 中古車輸入国における廃車公害抑制のためには、

国内事業者の技術を途上国にも共有することが必要

である。そのため、「支援機関」は国内事業者の途

上国への事業展開の支援を行い、日本からの技術移

転を促進する組織としての役割を果たす。 

 

(2) 要件２（資金源）： 途上国支援に使途限定

した ESG 債券を発行。JARC と金融機関の債券

引受により資金を募る。 

 日本国内のリサイクル資金であるリサイクル料金

は、JARC によって管理されている。その使途は、

国内の自動車リサイクルに限定され、国外のリサイ

クルの適正化支援に充てることは現行法上では難し

い。一方で、JARC はリサイクル料金の運用業務も

担っており、2021 年度には 170 億円の ESG 投資を

行っている。このことから、「支援機関」は自ら発

行する債券を、JARC や金融機関による ESG 投資と

して引き受けてもらい、資金を募ることができると

考える。 

 

(3) 要件３（活動内容）：国内自動車メーカーの

持つ既存現地法人でのリサイクル設備の拡充

への投融資や途上国のリサイクルシステム策

定など、途上国のリサイクル適正化に寄与し

うる事業提案を募り、精査したうえで投融資

を行う。投融資後も事業内容に対しての監督

を行う。 

 JICA が途上国で行っている民間連携事業を参考

として、以上のような途上国での廃車リサイクル事

業への支援が考えられる。JICA では、途上国の開

発に寄与しうる企業の調査や海外展開の支援を行っ

ている。我々の提言する「支援機関」も、要件２で

述べたように ESG 債券の発行による資金調達を行

い、途上国の廃車リサイクル適正化に寄与しうる事

業を支援できると考える。 

 以上の要件 1 から３に基づく「支援機関」の活動

と資金の流れを総括したものを下の図 2 に示す。 

 

【図 2】「支援機関」の活動と資金の流れ 

  

著者作成 

 

3. 提言の妥当性の検討 

 

 本章では、2 で我々が提言した途上国における廃

車の適正処理を行うための提言の妥当性を、「支援

機関」の 3 要件を基に検討する。 

 

3-1 「支援機関」の目的の妥当性 

 

 我々の提言する「支援機関」の目的は、「国内事

業者の途上国への事業展開を支援し、途上国におけ

る廃車処理の適正化を促す」ことにある。自動車は

世界各地で使用され、処分される。しかし、メーカ

ーやメーカーの出資した事業者によりリサイクルが

行われているのは、法規によって責任が明確化され

ている一部の先進国のみである。その結果、自動車

リサイクルに関する知識や技術を持たない途上国で

は廃車公害が発生している。自動車というグローバ

ルな製品のメーカーに対し、EPR は中古車として輸

出された後も課されるべきである。 

 そこで参考にするのが、限定つきではあるものの

同様の目的を持つ政策を加盟国に促すのが EU の廃

車指令である。この指令では、EU 域内という限定

があるが、中古車輸出後であってもメーカーに EPR

が課されている。そして中古車輸入国における廃車

回収とリサイクラーへの投資がメーカーにより行わ

れている。このように、すでに EU では中古車輸出

後の EPR 達成のための政策が一部の加盟国で実施さ

れている。日本もこの目的を共有することにより、

国内メーカーによる途上国での廃車処理がより本格

化するのではないだろうか。 

 

3-2 「支援機関」の資金源の妥当性  

 

我々の提言する「支援機関」の資金源は、「中古

車輸入国のリサイクルの適正化に使途を限定した

ESG 債券の発行により募る資金」である。既存のリ

サイクル制度における特定の財産（例えば、後述の

特預金）を「支援機関」の活動資金に充てるのでは

なく、「支援機関」が発行する ESG 債券を JARC や

金融機関に引き受けてもらう。これにより国境を越

えた廃車リサイクル促進のための資金の確保を目指

す。JARC は 2016 年に特定再資源化預託金（特預

金）（１４）の使途について、海外の自動車リサイク

ルの支援を含む提案（１５）を行っている。具体的に

は 5 年間で 5 億円を、日本の制度や技術の移転によ

る海外支援の調査や検討に充てるとしていた。しか

し使途としての妥当性や関係法令との適合性を踏ま

えると、特預金を海外支援に用いることは難しいと



JARC は結論づけている。このように既存のリサイ

クル制度における特定の財源、財産を海外のリサイ

クル支援に充てることは、法令との関係から難しい

といえる。そこで我々の提言における「支援機関」

は JARC、金融機関に ESG 債券を引き受けてもらい

資金源を確保する。 

既に触れた、JICA の取り組みを詳述する。2016

年以降、JICA は使途を限定した債券発行により、

途上国の開発支援を行っている。2021 年度には計

600 億円の ESG 債を発行している。JICA の ESG 債

は、国内における ESG 債券の注目の高まりを背景

に、これまでに 286 件の投資家（証券会社、銀行、

地方自治体など）から投資表明を受けている。JICA

のように、使途を海外支援に限定した ESG 債券の引

き受けによる間接的な海外支援の取り組みは既に行

われている。我々の提言する「支援機関」も使途を

途上国のリサイクルの適正化に限定した ESG 債券の

発行し活動資金とすることが可能であろう。 

 

3-3 活動内容の妥当性 

 

我々の提言する「支援機関」の活動内容は、「国

内自動車メーカーの持つ既存現地法人でのリサイク

ル設備の拡充への投融資や途上国のリサイクルシス

テム策定など、途上国のリサイクル適正化に寄与し

うる事業提案を募り、精査したうえで投融資を行

う。投融資後も事業内容に対しての監督を行う」で

ある。 

我々の提言する「支援機関」は既述の JICA の民

間連携事業のような途上国支援を廃車リサイクルの

適正化に限定して行う。JICA の民間連携事業は、

途上国の貧困脱却と開発のために民間企業の技術や

アイデアが貢献しうるという考えのもとで、日本企

業の海外進出を支援するものである。我々の提言す

る「支援機関」は、高いリサイクル技術を持つ日本

の自動車メーカーの現地法人の設備の充実を促し、

途上国の廃車リサイクル適正化を図る。既述のトヨ

タ自動車の事例のように、途上国の現地法人の設備

を利用した廃車適正リサイクルのための取り組みは

既に実施されている。また廃車の適正リサイクルが

ビジネスとして持続するために途上国政府に対し

て、廃車適正リサイクルのための制度の策定の支援

を行う。「支援機関」はメーカーに対して、直接的

に途上国の支援を行う機会とその資金を提供するこ

とが可能であろう。 

 

 

 

 

 

4. おわりに 

4-1 本研究のまとめ 

 

 先進国内では、自動車リサイクルに関する法令や

システムの成熟と技術の普及によって、廃車は高い

リサイクル率に達している。一方で、先進国からは

途上国に対して多くの中古車が毎年輸出されてい

る。これらを輸入する途上国においては、自動車の

使用後の段階における適正処理能力を持たないた

め、大気汚染や土壌汚染などの廃車公害が生じてい

る。しかし、先進国内での EPR に基づく自動車リサ

イクル政策は、その効力の範囲を国内・域内に限定

している。これにより、途上国内における廃車公害

についての責任がメーカーには問われない。また、

先進国内では事業者の自主的な途上国への支援が行

われているが限定的であり限界がある。この事態の

解決のために、先行研究では「何らかの枠組み」の

必要性が指摘されてきた。しかし、それらの研究で

は国際的な EPR を達成し途上国の廃車公害の抑制に

寄与しうる具体的な方策については明言されてこな

かった。 

 このような現状から、我々は国際的な EPR 達成の

ための「支援機関」設立を提言する。「支援機関」

は、自動車リサイクルの海外支援に使途を限定した

ESG 債券を発行し、資金を調達する。そして「支援

機関」は、メーカーの途上国の現地法人の設備拡充

によるリサイクルの適正化促進や途上国政府の廃車

リサイクル制度の策定支援事業に対して出資を行

う。これにより途上国のリサイクル適正化に寄与

し、メーカーに対して EPR を達成する機会を提供す

ることで途上国の廃車公害の抑制を目指すものであ

る。 

 

4-2 今後の課題 

我々の研究における今後の課題を以下に示す。 

まず、自動車メーカーの現地法人によるリサイク

ル事業の収益性の検証である。既述のトヨタのよう

に現地法人を利用したリサイクル適正化の事業は行

われている。しかし、トヨタの事例における収益の

規模が不明であるため、他のメーカーであっても実

施可能であるかという点から収益性の検証を行う必

要がある。 

 次に日本以外の先進国メーカーによる輸出中古車

EPR の現状分析である。本研究では「支援機関」の

投融資の対象として日本の自動車メーカーを想定し

ている。国外メーカーが途上国のリサイクル適正化

のためのシステムの現状分析とそのための課題の明

確化が残されている。例えば EU のメーカーであれ

ば EU の廃車指令の範囲を域外にまで拡充すること

で国際的な EPR を果たせる可能性があり、他にも



「支援機関」が国外メーカーの事業提案を受け付け

ることで国外メーカーに対しても EPR を果たすとい

うことも想定されるため、国外の事業者が途上国へ

の事業展開を行うケースも検討する必要がある。 

 最後に途上国で既に発生している廃車公害の具体

的な種類と被害状況の分析である。本研究における

政策提言は途上国で将来発生しうる廃車公害の抑制

策であった。そのため既に発生している廃車公害を

誰がどのように解決するかにかかわる具体的な公害

の種類と被害状況を分析する必要がある。 
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2. JARC(2022)によると、2021 年度における日本

の ASR（８）とエアバッグのリサイクル率は共に
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